
総 税 都 第 １ ５ 号

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

各 都 道 府 県 知 事 殿

総 務 大 臣

（ 公 印 省 略 ）

地方税法の施行に関する取扱いについて（道府県税関係）

の一部改正について

地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）、地方税法施行令等の一

部を改正する政令（令和８年政令第８３号）並びに地方税法施行規則及び地方税法施

行規則の一部を改正する等の省令の一部を改正する省令（令和８年総務省令第４４号

）、地方税法施行規則の一部を改正する省令（令和８年総務省令第４５号）、地方税

法施行規則の一部を改正する省令（令和８年総務省令第４６号）及び地方税法施行規

則の一部を改正する省令（令和８年総務省令第４７号）は令和８年３月３１日に公布

され、原則として同年４月１日から施行されることとなりました。

これに伴い、「地方税法の施行に関する取扱いについて（道府県税関係）」（平成

２２年４月１日総税都第１６号総務大臣通知）を下記のとおり改正しますので、貴職

におかれましては、この趣旨を御理解いただき、適切に対処されるようよろしくお願

いします。

なお、本通知は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４（技術的な

助言）に基づくものです。

記

「地方税法の施行に関する取扱いについて（道府県税関係）」について、別添１

「新旧対照表」のように改正する。

本通知による改正後の次に掲げる規定は、それぞれに定めるところにより適用する。

イ ロからリまでに掲げる規定以外の規定 令和８年４月１日

ロ 第１章１９ 令和８年度以後の年度分の自動車税

ハ 第２章１２及び４１の２ 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を

改正する法律（令和８年法律第 号）の施行の日の属する年度の翌年度以後

の年度分の個人の道府県民税

ニ 第２章１２の４（４）及び（５） 令和１０年１月１日

ホ 第２章１５の３ 令和９年１月１日以後に支払を受けるべき公的年金等に係る

公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出する場合

ヘ 第２章４４（「第９項」を「第１０項」に改める部分に限る。）及び５４

（「第９項」を「第１０項」に改める部分に限る。） 令和１０年１月１日



ト 第４章２ 令和１０年４月１日

チ 第９章１４ 令和８年４月１日以後の軽油の引取り、軽油若しくは燃料炭化水

素油の販売、炭化水素油の消費若しくは軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われ

た場合又は施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅

した時に軽油を所有している場合に課すべき軽油引取税

リ 第１０章 令和８年度以後の年度分の自動車税

経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競

争力強化法等の一部を改正する法律（令和８年法律第 号）の施行の日の前日ま

でに終了する事業年度分の法人の道府県民税についての第２章４４、５０、５０の３

及び５４の規定の適用については、別添２「読替表」の「読替前」欄の下線部は「読

替後」欄の下線部に読み替えるものとし、同法の施行の日から産業技術力強化法の一

部を改正する法律（令和８年法律第 号）の施行の日の前日までに終了する事業

年度分の法人の道府県民税についての第２章４４、５０、５０の３及び５４の規定の

適用については、別添３「読替表」の「読替前」欄の下線部は「読替後」欄の下線部

に読み替えるものとする。


